
水の民営化とWTO 
 

わずか 0.5％しかない淡水 

1996 年、首都圏において夏・冬合わせて 116 日もの

間、渇水（水不足）により取水制限がなされた。1994

年には、のべ 42 都道府県、1666 万人もの人が渇水の

影響を受ける過去最大の大渇水が起こった。普段当然

のように手にしている水の使用が制限され、改めて水

の大切さを感じた人も多いだろう。 

私たちが利用できる淡水は、地球上の総水量のたっ

た 0.5％以下に過ぎない貴重なものである。その限

られた淡水であるにもかかわらず、人類が驚くべき速

さで摂取し、汚染し、枯渇させている。その結果、世

界中で 11 億人以上の人が、清潔で安全な飲み水を得ら

れないとの国連の報告がある。 

そこで、2000 年の国連ミレニアム会議では「2015

年には清潔な水 にアクセスできない人口を半減する」 

 

 

 

という目標がたてられた。さらに 2002 年南アフリカ

共和国で開催されたヨハネスブルグサミット（持続可

能な開発のための世界サミット）でも同じ文言が実施

文書の中で採択された。 

 

水道事業の民営化 

 世界銀行や国際通貨基金（IMF）は、「公営の

水道事業はコストがかかりすぎ非効率的である」とし、

水道事業の民営化を提唱している。さらに民営化を促

進するために IMF は、発展途上国の資金貸付（融資）

の条件として、水道事業にかかる全コストの回収や水

道事業の民営化を要求している。「財政支出の削減、売

却による資産の確保」によって、途上国政府の抱える

債務の返済に充てるべきと主張しているのである。巨

額の債務を抱えた国々は、世界銀行や IMF の要求を呑 

 

 

まざるを得ない。実際に、2001 年 11 月の時点で約 60

億人のうち 4 億人が、民間による上下水道サービスを

受けており、2015 年には 10 億人に達すると予想され

ている。 

 

水道事業民営化の問題点 

 現在、世界の水サービス市場 4 分の 3 はフランスの

ビベンディ社、スエズ社、ドイツの RWE 社によって

占められている。これらの巨大な多国籍企業による水

道事業の独占は、さまざまな問題を生んでいる。営利

を追求する水企業は、運営コストの回収と利潤確保の

ため、水供給にかかるすべてのコストを消費者の使用

料金でまかなわれるような価格設定をしたため、水道

料金の値上げが世界中で起こっている。事実、ボリビ 

アのコチャバンバ市では、民営化によって水道 

 

 

料金が 2～3 倍になったという事例が報告されている。

貧しい人たちは高騰した水道料金を払うことができな

いため、水へのアクセスが難しくなってしまう。企業

の勝手な判断で採算が合わないとみなされ、最貧困地

域への水供給の切り捨ても起こっている。 

安全な水へのアクセスが難しくなった結果、不潔な

水を取らざるを得なくなり、健康面に悪影響も及ぼし

ている。ガーナでは民営化されてから川の水を飲んだ

せいで疾患率が 3 倍にもなってしまった。川や地下水

からの取水が進みすぎて、川の流量の減少や地下水の

枯渇、地盤沈下など環境問題への影響も懸念されてい

る。このように水道事業の民営化は、最貧困層の安全

な水へのアクセスを困難にし、水が高く売れる地との

不平等がさらに広がる。つまり貧困を解決するどころ

か、それを助長しているのである。 

 

 

水の民営化とWTO 
水道事業が民営化された地域で何が起こっているのか？ 
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民営化とWTO との関係 

1995 年、GATT が WTO に移行し、新たに始まった

交渉議題のひとつが、サービス貿易である。サービス

を自由化するための協定、GATS（サービス貿易に

関する一般協定） の交渉が WTO 協定の一つとしてス

タートした。この協定の一番の目的はサービス貿易の 

最大の障害である各国の政府規制を軽減することにあ

る。途上国は、国内法に基づいて海外から進出してく

るサービス業に対して、免許、資格要件、技術上の基

準などの規制を設けている。また公共サービスや国営

サービスを支援するために、補助金を与えている。こ

のような規制や補助金を「自由な競争の障害である」

として軽減し、外国の企業を含めて自由な競争ができ

るようにしようと決めたのが GATS である。そしてこ

の GATS のサービス自由化交渉の中で「水供給サービ

スの民営化・自由化」も取り上げられている。 

 GATS 協定によりサービス貿易が自由化されれば、

その恩恵を一番受けるのはグローバル水企業である。 

 

 

 

水道サービスにおいても、多国籍企業が世界中で民営 

化事業を行いやすい状況になる。WTO においてはた

とえ環境破壊や人権侵害が判明しても、環境保全や人

権保護を目的に貿易制限を行うことは難しい。グロー

バル水企業の活動を促進し、ますます貧困を助長する

ような GATS 協定を私たちは許してはいけない。 
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